
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の階層にわたる縦連窓サッシが取付けられる建築物を、各階層毎に分割して、一階層
毎にプレキャスト・コンクリート外壁まで完成する積層工法によって構築するに際して、
予め上記縦連窓サッシを、各階層における上記プレキャスト・コンクリート外壁の横目地
位置と同高さに設けられた横框 上下に分割することにより、
上記縦連窓サッシの分割ユニットを作成し、一の階層における上記プレキャスト・コンク
リート外壁の取付けと相前後して、上記分割ユニットを揚重して上記プレキャスト・コン
クリート外壁間の所定位置に取付

上下に隣接する上記分割ユニ
ットの 同士をオープンジョイント目地で接続することを特徴とする縦
連窓サッシの先付け工法。
【請求項２】
上記縦連窓サッシの上下横枠および分割された上記横框によって構成される上記各分割ユ
ニットの上下枠の裏面側に最終取付状態においてファスナーの取付溝となる溝部を形成し
、当該分割ユニットの揚重時に、上記上下枠間に上記溝部を利用して補強材を取付けるこ
とを特徴とする請求項１に記載の縦連窓サッシの先付け工法。
【請求項３】
上記溝部に上記分割ユニット固定用のファスナーを取付け、このファスナー間に上記補強
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を上枠および下枠に分割して

け、次いで、上記階層の上方に位置する階層における上
記プレキャスト・コンクリート外壁の取付と相前後して、上記分割ユニットを、上記プレ
キャスト・コンクリート外壁間の所定位置に取付けた後に、

上記上枠および下枠



材を取付けるとともに、上記分割ユニットを 位置決めした後に、上記補強
材を取外し、当該溝部に取付けたファスナーを介して上記分割ユニットを躯体に仮支持さ
せることを特徴とする請求項２に記載の縦連窓サッシの先付け工法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、縦連窓サッシを有する建築物を積層工法によって構築する際に用いて好適な縦
連窓サッシの先付け工法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、二階層以上にわたる縦連窓サッシが取付けられる建築物を、各階層毎に分割して
一階層毎にプレキャスト・コンクリート（以下、ＰＣと略称する。）外壁までを完成する
積層工法によって構築する場合には、上記縦連窓サッシを先行取付けしてしまうと、上階
の上記縦連窓サッシがＰＣ外壁の取付けの妨げとなってしまう。
このため従来は、例えば三階層にわたる縦連窓サッシが取付けられる建築物を構築する場
合には、先ず図６に示すように、数階層の鉄骨１の建て方を先行して行ない、縦連窓サッ
シが取付けられる位置を開口２ａとして残しつつ、順次一階層分のＰＣ外壁３を取付け、
次いで図７に示すように、上記ＰＣ外壁３を三階層分取付けて縦連窓サッシを取付けるべ
き開口２が画成された後に、図８に示すように、当該開口２に縦連窓サッシ４を取付ける
といった工程を順次上方に向けて繰り返している。
【０００３】
このような工法によれば、複数階層のＰＣ外壁３を取付けて開口２が画成された後に、縦
連窓サッシ４を取付けているので、縦連窓サッシ４が上階のＰＣ外壁３を取付ける際に、
その妨げになることがないという利点がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の工法にあっては、上方の階層に向けてＰＣ外壁３を取付けて行
く際に、上記縦連窓サッシ４を取付けるべき箇所が開口２として残っているために、作業
の安全上、当該開口２に手摺や仮塞ぎを架設する必要があり、この結果、縦連窓サッシ４
を取付けるのに伴う付帯作業が増加するという問題点があった。
加えて、既に上記ＰＣ外壁３の取付けが完了した下方の階層において、縦連窓サッシ４を
取付けるという後工程が発生するために、作業が上下階にわたって相前後することから能
率が大幅に低下するとともに、後工程における上記縦連窓サッシ４の取付け作業のために
高所作業が増大するという問題点があった。
【０００５】
本発明は、このような従来の縦連窓サッシを有する建築物の工法における課題を有効に解
決すべくなされたもので、ＰＣ外壁と同時に各階層毎に当該部分の縦連窓サッシを取付け
ることができて付帯作業および高所作業の発生を大幅に削減することができ、よって取付
け作業の効率化を図ることができる縦連窓サッシの先付け工法を提供することを目的とす
るものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の本発明に係る縦連窓サッシの先付け工法は、複数の階層にわたる縦連窓
サッシが取付けられる建築物を、各階層毎に分割して、一階層毎にＰＣ外壁まで完成する
積層工法によって構築するに際して、予め上記縦連窓サッシを、各階層におけるＰＣ外壁
の横目地位置と同高さに設けられた横框 上下に分割すること
により、上記縦連窓サッシの分割ユニットを作成し、一の階層における上記ＰＣ外壁の取
付けと相前後して、上記分割ユニットを揚重してＰＣ外壁間の所定位置に取付
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上記所定位置に

を上枠および下枠に分割して

け、次いで
、上記階層の上方に位置する階層における上記プレキャスト・コンクリート外壁の取付と
相前後して、上記分割ユニットを、上記プレキャスト・コンクリート外壁間の所定位置に



上下に隣接する上記分割ユニットの 同士をオープンジ
ョイント目地で接続することを特徴とするものである。
【０００７】
また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、上記縦連窓サッシの上
下横枠および分割された横框によって構成される分割ユニットの上下枠の裏面側に、最終
取付状態においてファスナーの取付溝となる溝部を形成し、当該分割ユニットの揚重時に
、上記上下枠間に上記溝部を利用して補強材を取付けることを特徴とするものである。
さらに、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、上記溝部に分割ユニ
ット固定用のファスナーを取付け、このファスナー間に上記補強材を取付けるとともに、
上記分割ユニットを 位置決めした後に、上記補強材を取外し、当該溝部に取付
けたファスナーを介して上記分割ユニットを躯体に仮支持させることを特徴とするもので
ある。
【０００８】
【作用】
請求項１に記載の発明によれば、予め各階層におけるＰＣ外壁の横目地位置と同高さに設
けられた横框で上下に分割した縦連窓サッシの分割ユニットを、各階層におけるＰＣ外壁
の取付けと相前後して、ＰＣ外壁間の所定位置に取付けることにより、各階層毎にＰＣ外
壁と当該部分の縦連窓サッシとを取付けることができるため、後工程において取付けが完
了した下階層において縦連窓サッシを取付けるといった作業が不要となり、よって高所作
業も大幅に削減することが可能となる。加えて、上記ＰＣ外壁間に開口を生じることがな
いために、従来の工法のように上記開口への手摺や仮塞ぎ等の付帯仮設作業が不要となる
。この結果、これらＰＣ外壁および縦連窓サッシの取付け作業の効率化が図れる。
【０００９】
この際に、請求項２に記載の発明にあっては、分割ユニットの揚重時に、上記分割ユニッ
トの上下枠の裏面側に形成されて最終取付状態でファスナーの取付溝となる溝部を利用し
て、上下枠間に補強材を取付けているので、上記揚重時および位置決め時に、各分割ユニ
ットに変形等の歪が生じることを防止することができる。
【００１０】
さらに、請求項３に記載の発明によれば、予め上記溝部に分割ユニット固定用のファスナ
ーを取付け、このファスナー間に上記補強材を取付けたうえで、位置決め後に補強材を取
外して、このファスナーを介して上記分割ユニットを躯体に仮支持しているので、最終的
にこれら分割ユニット固定用のファスナーを揚重時の補強材取付けおよび仮支持時の取付
け金物として供用することができ、よって各分割ユニットに別途特別な加工を施したり、
あるいは仮支持用の金物を別途取付け直しすること無く、当該分割ユニットを所定位置に
仮保持することができ、この結果、上下に隣接する上記分割ユニットの横框同士を容易に
オープンジョイント目地で接続することが可能となる。
【００１１】
【実施例】
図１～図５は、本発明の縦連窓サッシの先付け工法を、二階層にわたる縦連窓サッシを取
付ける建築物の構築に適用した一実施例を示すものである。
図３～図５に示すように、この例の縦連窓サッシの先付け工法においては、予め二階層に
わたる縦連窓サッシ１０が、各階層における上記ＰＣ外壁１１ａ、１１ｂの横目地位置と
同高さに設けられた横框１２で上下に分割された分割ユニット１０ａ、１０ｂによって構
成されている。そして、上記建築物を２～３階層の鉄骨１３の建て方を先行して行ないつ
つ、順次一階層毎（これらの図では、そのうちの二階層のみを示す。）のＰＣ外壁１１ａ
、１１ｂを完成する積層工法によって構築するに際し、

同時に取付けることに特徴が
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取付けた後に、 上記上枠および下枠

所定位置に

一の階層における上記ＰＣ外壁１
１ａの取付けと相前後して、当該階層に位置する分割ユニット１０ａを取付け、次いで上
記階層の上方に位置する階層の上記ＰＣ外壁１１ｂの取付けと相前後して、当該階層に位
置する分割ユニット１０ｂを取付けることにより、各階層毎に順次ＰＣ外壁１１ａ、１１
ｂおよび縦連窓サッシ１０の分割ユニット１０ａ、１０ｂを



ある。
【００１２】
すなわち、先ず一の階層に位置する分割ユニット１０ａを、図３に示すように、当該一の
階層における上記ＰＣ外壁１１ａの取付けと並行して、順次上記ＰＣ外壁１１ａ間の所定
位置に取付ける。
次いで、上記階層の上方に位置する分割ユニット１０ｂを、図４および図５に示すように
、当該階層上記ＰＣ外壁１１ｂの取付けと並行して、順次上記ＰＣ外壁１１ｂ間の所定位
置に取付ける。
ここで、上記分割ユニット１０ａ、１０ｂをクレーン等によって所定位置に揚重する際に
、上記縦連窓サッシ１０の上下横枠１４および分割された上記横框１２によって構成され
る上記分割ユニット１０ａの上下枠１２ａ、１４および分割ユニット１０ｂの上下枠１４
、１２ｂ間を、それぞれ縦補強材１６によって補強しておく。
【００１３】
図１は、上記縦連窓サッシ１０の上側の分割ユニット１０ｂの補強を示すもので、この分
割ユニット１０ｂの裏面側には、最終取付状態においてファスナーの取付溝となる溝部１
７が形成されている。そこで、この溝部１７に、当該分割ユニット１０ｂ固定用のファス
ナー１８、１９をボルト２０およびナット２１によって取付ける。そして、上記ファスナ
ー１８、１９間に、ボルト２２およびナット２３によって上部に吊り金具２４が設けられ
た上記縦補強材１６を取付ける。そして、上記吊り金具２４によって分割ユニット１０ｂ
を揚重し、所定の位置に取付ける。なお、揚重時における上記補強は、分割ユニット１０
ａについても同様に行なう。
この際に、各分割ユニット１０ａ、１０ｂのサッシ縦枠と隣接するＰＣ外壁１１ａ、１１
ｂとの間には、順次上記建築物の内方から外壁面側に向けて図示されないウインドバリア
・シール、ウインドバリア・ガスケットおよびレインバリア・ガスケットを介装する。
【００１４】
次いで、上記分割ユニット１０ａ、１０ｂを各階層の所定位置に位置決めした後に、上記
縦補強材１６を取外す。そして、図２に示すように、溝部１７に取付けた上記ファスナー
１８、１９を、近傍の梁２５に仮立設した束２６に上記ボルト２２およびナット２３によ
って固定することにより、上記分割ユニット１０ａ、１０ｂを梁（躯体）２５に仮支持さ
せる。
また、これと並行して、上下に隣接する上記分割ユニット１０ａ、１０ｂの分割された横
框１２ａ、１２ｂ間Ｓに外壁面側から内方に順次図示されないしぶき返し、ウインドバリ
ア・ガスケットおよびウインドバリア・シールを介装することにより、これら分割ユニッ
ト１０ａ、１０ｂ同士をオープンジョイント目地で接続する。
そして、以上の工程を順次上方に繰り返すことにより、各階層毎に順次ＰＣ外壁および縦
連窓サッシ１０の分割ユニットを同時に取付けて行く。
【００１５】
したがって、このような縦連窓サッシの先付け工法によれば、予め各階層におけるＰＣ外
壁１１ａ、１１ｂの横目地位置と同高さに設けられた横框１２で上下に分割した縦連窓サ
ッシ１０の分割ユニット１０ａ、１０ｂを、各階層におけるＰＣ外壁１１ａ、１１ｂの取
付けと相前後して、ＰＣ外壁１１ａ、１１ｂ間の所定位置に取付けているので、各階層毎
にＰＣ外壁１１ａ、１１ｂと当該階層部分に位置する縦連窓サッシ１０の分割ユニット１
０ａ、１０ｂとを取付けることができるため、従来の工法のように後工程において取付け
が完了した下階層において縦連窓サッシを取付けるといった作業が不要となり、よって高
所作業も大幅に削減することができる。
加えて、上記ＰＣ外壁１１ａ、１１ｂの施工後に、これらＰＣ外壁１１ａ間やＰＣ外壁１
１ｂ間に開口を生じることがないために、従来の工法のように上記開口への手摺や仮塞ぎ
等の付帯仮設作業が不要となり、よってこれらＰＣ外壁１１ａ、１１ｂおよび縦連窓サッ
シ１０の取付け作業の大幅な効率化を図ることができる。
【００１６】
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しかも、分割ユニット１０ａ、１０ｂの揚重時に、上記分割ユニット１０ａ、１０ｂの上
下枠１２ｃ、１５および１４、１２ｄ間の裏面側に形成されて最終取付状態でファスナー
の取付溝となる溝部１７を利用して、これら上下枠間に補強材１６を取付けているので、
揚重時および位置決め時に、各分割ユニット１０ａ、１０ｂに変形等の歪が生じることを
防止することができる。
【００１７】
さらに、予め上記溝部１７に分割ユニット１０ａ、１０ｂ固定用のファスナー１８、１９
を取付け、このファスナー１８、１９間に上記補強材１６を取付けたうえで、位置決め後
に補強材１６を取外して、これらファスナー１８、１９を介して上記分割ユニット１０ａ
、１０ｂを梁２５に仮支持しているので、最終的にこれら分割ユニット１０ａ、１０ｂ固
定用のファスナー１８、１９を揚重時の補強材１６の取付けおよび仮支持時の取付け金物
として供用することができ、よって各分割ユニット１０ａ、１０ｂに別途特別な加工を施
したり、仮支持用の金物を別途取付け直したりすること無く、当該分割ユニット１０ａ、
１０ｂを所定位置に仮保持することができる。また併せて、上下に隣接する上記分割ユニ
ット１０ａ、１０ｂの横框１２ａ、１２ｂ同士を、容易にオープンジョイント目地で接続
することが可能となる。
【００１８】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、各階層毎にＰＣ外壁と当該部分の
縦連窓サッシとを取付けることができるため、後工程において取付けが完了した下階層に
おいて縦連窓サッシを取付けるといった作業が不要となり、よって高所作業も大幅に削減
することが可能になるとともに、上記ＰＣ外壁間に開口を生じることがないために、従来
の工法のように上記開口への手摺や仮塞ぎ等の付帯仮設作業が不要となり、よってこれら
ＰＣ外壁および縦連窓サッシの取付け作業の大幅な効率化を図ることができる。
【００１９】
また、請求項２に記載の発明によれば、分割ユニットの揚重時および位置決め時に、各分
割ユニットに変形等の歪が生じることを防止することができ、さらに、請求項３に記載の
発明によれば、最終的にこれら分割ユニット固定用のファスナーを揚重時の補強材取付け
および仮支持時の取付け金物として供用することができ、よって各分割ユニットに別途特
別な加工を施すこと無く、当該分割ユニットを所定位置に仮保持することができるととも
に、上下に隣接する上記分割ユニットの横框同士を容易にオープンジョイント目地で接続
することが可能になるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の縦連窓サッシの先付け工法の一実施例において分割ユニットを補強した
状態を示す側面図である。
【図２】図１の分割ユニットを仮支持した状態を示す側面図である。
【図３】上記一実施例の工程において一の階層の完成状態を示す斜視図である。
【図４】図３の上階のＰＣ外壁および分割ユニットの取付け開始時の状態を示す斜視図で
ある。
【図５】図４のＰＣ外壁および分割ユニットの取付けをさらに進めた状態を示す斜視図で
ある。
【図６】従来の縦連窓サッシを有する建築物の構築工法においてＰＣ外壁の先行取付け開
始時の状態を示す斜視図である。
【図７】図６のＰＣ外壁を複数階層取付けて縦連窓サッシを取付ける開口が画成された状
態を示す斜視図である。
【図８】図７の開口に縦連窓サッシを取付けた状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０　縦連窓サッシ
１０ａ、１０ｂ　分割ユニット
１１ａ、１１ｂ　ＰＣ外壁
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１２　横框
１２ａ　上枠
１２ｂ　下枠
１４　上下横枠
１６　補強材
１７　溝部
１８、１９　ファスナー
２５　梁（躯体）
２６　束

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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